令和８年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
資格要件確認書
「高知市地域公共交通計画改訂業務」に関する公告文別紙の「１入札に参加する者に必要な資格に関する事項等」を次のとおり，満たしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊下記□にレ点で必ずチェックしてください
	地方自治法施行令（昭和22年法律第16号）第167条の４第２項各号のいずれにも該当しない者
	□該当しない

	高知市物件等競争入札参加資格者名簿に登録されている者
	□左記に該当する

	公告日から開札日までの間において、本市から指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者
	□措置を受けている期間が存在しない

	[bookmark: _GoBack]破産法（平成16年法律第75号）第18条第１項若しくは第19条第１項若しくは第２項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす
	□左記に該当する

	代表者又は役員等が高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成23年４月１日規則第28号）第４条各号のいずれにも該当しない者
	□該当しない

	当該制限付き一般競争入札に参加しようとする他の者との間に次
のいずれかに 該当する関係がない者
ア 一方の法人等の代表者 （個人事業主を含む。） が、他方の法人等の代表者を現に兼ねている場合
イ 組合等 （共同企業体を含む。） と当該組合等の構成員
	□該当しない

	過去５年間(令和３年４月１日から令和８年３月31日まで)において、中核市、政令指定都市又は中核市、政令指定都市が設立した協議会等が発注した公共交通に関する計画策定業務又は調査業務等をいずれも元請として受託し、完了した実績を有すること。ただし、他支社又は営業所等の実績も含む。
	□実績を有する
□業務履行実績調書への記
　載
□実績を有することを証す
る書類の添付

	次の要件を満たす管理技術者、照査技術者及び主担当技術者をこの業務に配置することができる者
ア　管理技術者
・管理技術者は、本業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。
・管理技術者及び照査技術者は、以下の資格のいずれかを保有していなければならない。
①技術士(総合技術監理部門/建設-都市及び地方計画)
②技術士(建設部門/都市及び地方計画)
③RCCM(都市計画及び地方計画)
・管理技術者は、過去５年間(令和３年４月１日から令和８年３月31日まで)において、地方公共団体又は地方公共団体が事務局を務める協議会等が発注する改正法に基づく「地域公共交通計画」の策定に伴う業務について、管理技術者として誠実に履行した実績がある。
イ　照査技術者
・照査技術者は、本業務の照査に関する一切の事項を処理するものとする。
・管理技術者及び照査技術者は、以下の資格のいずれかを保有していなければならない。
①技術士(総合技術監理部門/建設-都市及び地方計画)
②技術士(建設部門/都市及び地方計画)
③RCCM(都市計画及び地方計画)
・照査技術者は、過去５年間(令和３年４月１日から令和８年３月31日まで)において、地方公共団体又は地方公共団体が事務局を務める協議会等が発注する改正法に基づく「地域公共交通計画」の策定に伴う業務について、照査技術者として誠実に履行した実績がある。
ウ　主担当技術者の要件
・主担当技術者は、過去５年間(令和３年４月１日から令和８年３月31日まで)において、地方公共団体又は地方公共団体が事務局を務める協議会等が発注する改正法に基づく「地域公共交通計画」の策定に伴う業務について、管理技術者又は担当技術
者として誠実に履行した実績がある。
	□要件を満たす者を配置できる
□配置予定技術者の資格及
び業務経験調書への記載
□資格を有することを証する書類の添付



